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議案第  ３  号  

 

 

   流山市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

提案理由  行政手続法の一部を改正する法律の施行に合わせ、法令等又

は条例等の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度及

び法令等又は条例等に違反する事実の是正のための処分又は行

政指導を求める制度を整備するためである。  



   流山市行政手続条例の一部を改正する条例  

 流山市行政手続条例（平成９年流山市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 目次中「第５章  届出（第３６条）  

     第６章  雑則（第３７条・第３８条）」を  

「第４章の２  処分等の求め（第３６条）  

 第５章  届出（第３７条）        に改める。  

 第６章  雑則（第３８条・第３９条）  」  

 第２条第６号中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

第３条第１項中「第４章」を「第４章の２」に改める。  

第４条、第１３条第１項及び第２項第５号、第１４条第１項及び第２

項、第１５条第１項及び第３項、第２２条第３項並びに第２８条中「名

あて人」を「名宛人」に改める。  

第３３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。  

２  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認

可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨

を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければ

ならない。  

（１）当該権限を行使し得る根拠となる法令等又は条例等の条項  

（２）前号の条項に規定する要件  

（３）当該権限の行使が前号の要件に適合する理由  

 第３４条の次に次の１条を加える。  

（行政指導の中止等の求め）  

第３４条の２  法令等又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指

導（ その 根拠 と なる 規定 が法 律 又は 条例 に置 か れて いる ものに限

る。）の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件

に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、

その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとること

を求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について

弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、こ

の限りでない。  



２  前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出

してしなければならない。  

（１）申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  

（２）当該行政指導の内容  

（３）当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項  

（４）前号の条項に規定する要件  

（５）当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由  

（６）その他参考となる事項  

３  当該市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な

調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合

しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとら

なければならない。  

第３８条を第３９条とし、第３７条を第３８条とし、第５章中第３６

条を第３７条とする。  

第４章の次に次の１章を加える。  

第４章の２  処分等の求め  

（処分等の求め）  

第３６条  何人も、法令等又は条例等に違反する事実がある場合におい

て、その是正のためにされるべき処分（その根拠となる規定が条例等

に置かれているものに限る。）又は行政指導（その根拠となる規定が

法律又は条例に置かれているものに限る。）がされていないと思料す

るときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する市の機関に対し、

その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることが

できる。  

２  前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出

してしなければならない。  

（１）申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  

（２）法令等又は条例等に違反する事実の内容  

（３）当該処分又は行政指導の内容  

（４）当該処分又は行政指導の根拠となる法令等又は条例等の条項  

（５）当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由  

（６）その他参考となる事項  

３  当該市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な



調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分

又は行政指導をしなければならない。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（流山市税条例の一部改正）  

２  流山市税条例（昭和２６年流山市条例第８号）の一部を次のように

改正する。  

  第３条の２第２項中「第３３条第３項」を「第３３条第４項」に、

「第３３条第２項」を「第３３条第３項」に改める。  

 



議案第  ４  号  

 

 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理等に関する条例を別紙のとおり制定する。  

 平成２７年２月１９日提出  

                流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行により、関係条例の整理及び廃止を行うためである。 

 

  



地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例  

 （流山市特別職報酬等審議会条例の一部改正）  

第１条  流山市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年流山市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。  

  第２条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める。  

 （流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正）  

第２条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和５２年

流山市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

（３）教育長  

 別表第１副市長の項の次に次のように加える。  

教育長  ７３９ ,１００円  

            「副市長      「副市長  

  別表第２区分の欄中   上下水道事  を   教育長    に改める。  

業管理者  」    上下水道事  

                      業管理者  」  

 （流山市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止） 

第３条  流山市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

（昭和５２年流山市条例第７号）は、廃止する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第２条の規定による改正後の流山市特別職の職員の給与及び旅費に

関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長が地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６

年法律第７６号。以下「改正法」という。）附則第２条第１項の規定の

適用を受けて同項に規定する旧教育長として在職する間は、当該旧教

育長については適用しない。  

３  第３条の規定による廃止前の流山市教育委員会教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教

育長が改正法附則第２条第１項の規定の適用を受けて同項に規定する



旧教育長として在職する間は、なお効力を有する。  



議案第  ５  号  

 

    

流山市教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関す

る条例の制定について  

流山市教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条

例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

                  流山市長  井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴い、教育長の勤務時間等及び職務専念義務の特

例を定めるためである。  

 

 

 

  



   流山市教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関す

る条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、流山市教育長（以下「教育長」という。）の勤務

時間等及び職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるも

のとする。  

 （勤務時間その他の勤務条件）  

第２条  教育長の勤務時間その他の勤務条件は、流山市職員の給与に関

する条例（昭和２６年流山市条例第５号）の規定（第５条の２及び第

７条の３を除く。）の適用を受ける職員の勤務時間その他の勤務条件の

例による。  

（職務に専念する義務の免除）  

第３条  教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あ

らかじめ流山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を得

て、その職務に専念する義務を免除されることができる。  

（１）研修を受ける場合  

（２）厚生に関する計画の実施に参加する場合  

（３）前２号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長が地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６

年法律第７６号）附則第２条第１項の規定の適用を受けて同項に規定

する旧教育長として在職する間は、当該旧教育長については適用しな

い。  

 



議案第  ６  号  

 

 

   流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価

書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査手数料

を定めるほか、建築基準法の一部改正に伴う所要の改正を行う

ためである。  

 

 



   流山市手数料条例の一部を改正する条例  

第１条  流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次

のように改正する。  

  別表中  

 「  

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

律 第 ８ ７

号）第５条

第１項から

第３項まで

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の認

定の申請に

対する審査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 に 係 る

長 期 優 良 住

宅 建 築 等 計

画が、住宅の

品 質 確 保 の

促 進 等 に 関

する法律 (平

成 １ １ 年 法

律第８１号 )

第 ５ 条 第 １

項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅

性 能 評 価 機

関 (以下「登

録 住 宅 性 能

評価機関」と

いう。 )によ

り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関

す る 法 律 第

６ 条 第 １ 項

各 号 に 掲 げ

る 認 定 基 準

(以下「認定

基 準 」 と い

う。 )に適合

１戸建ての

住宅  

１棟につ

き  

 

 

 

 

 

６，０００円  

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 以

内のもの  

１２，０００

円  

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 を

超え、１０戸

以内のもの  

２１，０００

円  

 



し て い る と

認 め ら れ た

も の で あ る

場合  

   

 

 

 

 

申請に係る

長期優良住

宅建築等計

画が、登録

住宅性能評

価機関によ

り認定基準

に適合して

いると認め

られたもの

以外のもの

である場合  

 

１ 戸 建 て の

住宅  

１棟につ

き  

 

 

 

 

 

４７，０００

円  

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 以

内のもの  

１０９，０００

円  

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 を

超え、１０戸

以内のもの  

１７４，０００

円  

(摘要 ) 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２

項の規定による申出があった場合は、それぞれ表で定

める額に、建築基準法第１８条第２項の規定による建

築物に関する計画の通知に対する審査の項に定める区

分に応じ、それぞれ同項に規定する額を加算した額と

する。この場合における同項の摘要の５及び摘要の６

の規定の適用については、これらの規定中「１１０，０００

円 」とあるのは「１１８，５６０円」と、「１５９，０００

円」とあるのは「１７１，４８０円」とする。  

                               」  

 を  

 「  

長 期 優 良  申請に係る  １戸建ての  １棟につ  ６，０００円  

     



住宅の普及

の促進に関

す る 法 律

(平 成 ２ ０

年法律第８

７ 号 ) 第 ５

条第１項か

ら第３項ま

での規定に

基づく長期

優良住宅建

築等計画の

認定の申請

に対する審

査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 期 優 良 住

宅 建 築 等 計

画が、住宅の

品 質 確 保 の

促 進 等 に 関

する法律 (平

成 １ １ 年 法

律第８１号 )

第 ５ 条 第 １

項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅

性 能 評 価 機

関 (以下「登

録 住 宅 性 能

評価機関」と

いう。 )によ

り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関

す る 法 律 第

６ 条 第 １ 項

各 号 に 掲 げ

る 認 定 基 準

(以下「認定

基 準 」 と い

う。 )に適合

し て い る と

認 め ら れ た

も の で あ る

場合  

住宅  き  

 

 

 

 

 

 

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 以

内のもの  

１２，０００

円  

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 を

超え、１０戸

以内のもの  

２１，０００

円  

 

   

 

 

申 請 に 係 る

長 期 優 良 住

１戸建ての

住宅  

１棟につ

き  

１６，０００

円  



 

 

宅 建 築 等 計

画が、登録住

宅 性 能 評 価

機 関 に よ り

住 宅 の 品 質

確 保 の 促 進

等 に 関 す る

法 律 第 ５ 条

第 １ 項 に 規

定 す る 住 宅

性 能 評 価 書

（以下「住宅

性能評価書」

という。）（構

造 の 安 定 に

関 す る こ と

が 等 級 １ の

評 価 で あ る

場 合 又 は 建

築 基 準 法 施

行 令 第 ８ ２

条 の ５ に 規

定 す る 限 界

耐 力 計 算 を

用 い た 評 価

で あ る 場 合

及 び 温 熱 環

境 に 関 す る

こ と を 一 次

エ ネ ル ギ ー

消 費 量 等 級

で評価した  

共同住宅等

で、建築物

全体の住戸

の数が５戸

以内のもの  

 

 

 

 

５７，０００

円  

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体 の 住 戸 の

数 が ５ 戸 を

超え、１０戸

以内のもの  

９２，０００

円  



場合を除く。

以下同じ。）

を 用 い る も

の で あ る 場

合  

   

申請に係る  

長期優良住

宅建築等計

画が、登録

住宅性能評

価機関によ

り認定基準

に適合して

いると認め

られたもの

又は住宅性

能評価書を

用いるもの

以外のもの

である場合  

１戸建ての

住宅  

１棟につ

き  

 

 

 

 

 

４７，０００

円  

共同住宅等

で、建築物

全体の住戸

の数が５戸

以内のもの  

１０９，０００

円  

 

共 同 住 宅 等

で、建築物全

体の住戸の  

数が５戸を

超え、１０

戸以内のも

の  

１７４，０００

円  

(摘要 ) 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２

項の規定による申出があった場合は、それぞれ表で定

める額に、建築基準法第１８条第２項の規定による建

築物に関する計画の通知に対する審査の項に定める区

分に応じ、それぞれ同項に規定する額を加算した額と

する。この場合における同項の摘要の５及び摘要の６

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 

「１１０，０００円」とあるのは「１１８，５６０円」

と、「１５９，０００円」とあるのは「１７１，４８０

円」とする。  

                               」  

に改める。  



第２条  流山市手数料条例の一部を次のように改正する。  

  別表建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による建築物に関する確認申請に対する審査の

項中  

「５  確認の申請に係る建築物の計画が建築基準法第６条第５項に

規定する基準 (同法第２０条第２号イ又は第３号イの政令で定

める基準に従った構造計算で、同条第２号イの国土交通大臣の

認定を受けたプログラムによるもの又は同条第３号イの国土交

通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめら

れる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどう

かの審査を要するものである場合の確認申請手数料の額は、表

に定める額に、１棟につき、１１０，０００円を加算した額と

する。  

６  確認の申請に係る建築物の計画が建築基準法第６条第５項に

規定する基準（同法第２０条第２号イの政令で定める基準に従

った構造計算で、同号イの国土交通大臣が定めた方法によるも

のによって確かめられる安全性を有するものに係る部分に限

る。)に適合するかどうかの審査を要するものである場合の確認

申請手数料の額は、表に定める額に、１棟につき、１５９，０００ 

円を加算した額とする。                  」 

を削り、同表建築基準法第１８条第２項の規定による建築物に関する  

計画の通知に対する審査の項中  

「５  計画の通知に係る建築物の計画が建築基準法第１８条第４項

に規定する基準（同法第２０条第２号イ又は第３号イの政令で

定める基準に従った構造計算で、同条第２号イの国土交通大臣

の認定を受けたプログラムによるもの又は同条第３号イの国土

交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめ

られる安全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかど

うかの審査を要するものである場合の計画通知手数料の額は、

表に定める額に、１棟につき、１１０，０００円を加算した額

とする。  

６  計画の通知に係る建築物の計画が建築基準法第１８条第４項

に規定する基準（同法第２０条第２号イの政令で定める基準に



従った構造計算で、同号イの国土交通大臣が定めた方法による

ものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限

る。）に適合するかどうかの審査を要するものである場合の計画

通知手数料の額は、表に定める額に、１棟につき、１５９，０００ 

円を加算した額とする。                  」 

を削り、同表建築基準法第１８条第１４項の規定による工事の完了の

通知に対する検査の項及び建築基準法第８８条第１項において準用す

る同法第１８条第１４項に規定する完了の通知に対する検査の項中

「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に改め、同表建築基準

法第１８条第１７項の規定による特定工程の工事終了の通知に対する

検査の項中「第１８条第１７項」を「第１８条第１９項」に改め、同

表建築基準法第１２条第５項に規定する台帳に関する証明の項中「第

１２条第５項」を「第１２条第８項」に改め、同表長期優良住宅の普

及の促進に関する法律 (平成２０年法律第８７号 )第５条第１項から第

３項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対す

る審査の項、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第１項の

規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査

の項、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請

に対する審査の項及び都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対す

る審査の項中「この場合における同項の摘要の５及び摘要の６の規定

の適用については、これらの規定中「１１０，０００円」とあるのは

「１１８，５６０円」と、「１５９，０００円」とあるのは「１７１，４８０

円」とする。」を削る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条の

規定は、同年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の流山市手数料条例の規定は、平成２７

年４月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に

係る手数料については、なお従前の例による。  



３  第２条の規定による改正後の流山市手数料条例の規定は、平成２７

年６月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に

係る手数料については、なお従前の例による。  

 

                   

    



議案第  １０  号  

 

 

流山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  第１号被保険者に係る平成２７年度から平成２９年度までの

介護保険料の額を定めるためである。  



流山市介護保険条例の一部を改正する条例  

流山市介護保険条例（平成１２年流山市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第４条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度か

ら 平 成２ ９ 年 度 ま で 」に 改 め 、 同 条 第１ 号 中 「 １ ６ ，５ ０ ０ 円 」 を 

「 ２ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 ２ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 

「 ３ ３ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 ３ ８ ， ５ ０ ０ 円 」 を 

「 ４ １ ， ７ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「 ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 

「５０，７００円」に改め、同条第１１号中「１１０，０００円」を  

「１４９，２００円」に改め、同号を同条第１８号とし、同号の前に次

の６号を加える。  

（１２）次のいずれかに該当する者  １０７，４００円  

ア  合計所得金額が５００万円以上６００万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに

該当する者を除く。）  

（１３）次のいずれかに該当する者  １１３，４００円  

ア  合計所得金額が６００万円以上７００万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を

除く。）  

（１４）次のいずれかに該当する者  １１９，４００円  

ア  合計所得金額が７００万円以上８００万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、



次号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。）  

（１５）次のいずれかに該当する者  １２５，３００円  

ア  合計所得金額が８００万円以上９００万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１７号イに該当する者を除く。）  

（１６）次のいずれかに該当する者  １３１，３００円  

ア  合計所得金額が９００万円以上１，０００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。）  

（１７）次のいずれかに該当する者  １４０，２００円  

ア  合計所得金額が１，０００万円以上１，５００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。）  

第４条第１０号中「９９，０００円」を「１０１，４００円」に改め、

同号ア中「８００万円以上１，０００万円未満」を「４００万円以上

５００万円未満」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号

イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」

を加え、同号を同条第１１号とし、同条第９号中「９３，５００円」を

「９５，５００円」に改め、同号ア中「６００万円以上８００万円未満」

を「３００万円以上４００万円未満」に改め、同号イ中「又は次号イ」

を「、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第

１６号イ又は第１７号イ」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第８

号中「８８，０００円」を「８９，５００円」に改め、同号ア中「４００

万円以上６００万円未満」を「２００万円以上３００万円未満」に改め、



同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号

イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同

号を同条第９号とし、同条第７号中「８２，５００円」を「７７，６００

円」に改め、同号ア中「２００万円以上４００万円未満」を「１６０万

円以上２００万円未満」に改め、同号イ中「第９号イ又は第１０号イ」

を「第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、

第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同号を同条第８号と

し、同条第６号中「７１，５００円」を「７４，６００円」に改め、同

号ア中「２００万円未満」を「１６０万円未満」に改め、同号イ中「、

第８号イ」を削り、「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第

１７号イ」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５号中「６６，０００

円」を「６８，６００円」に改め、同号イ中「、第７号イ」を削り、「又

は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号

イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同

号を同条第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加える。  

（５）令第３９条第１項第５号に掲げる者  ５９，７００円  

第４条に次の１項を加える。  

２  所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前

項第１号に該当する者の平成２７年度から平成２９年度までの各年度

における保険料は、同号の規定にかかわらず、２２，０００円とする。  

 第６条第３項中「若しくはハ」を「若しくはニ」に、「若しくは第４

号ロ又は第４条第５号イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ若

しくは第１０号イ」を「、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第４条第６号

イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２

号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ若しくは第１７

号イ」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市介護保険条例の規定は、平成２７年

度以後の年度分の保険料について適用し、平成２６年度分までの保険



料については、なお従前の例による。  

 



議案第  １１  号  

 

 

流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例及び流山市地

域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部を改

正する条例の制定について  

 流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例及び流山市地域包

括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正に

より、同法を引用する条項を整理するためである。  

 

  



流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例及び流山市地

域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部を改

正する条例  

 （流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例の一部改正）  

第１条  流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例（平成１３

年流山市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１号中「同条第１４項に規定する地域密着型介護予防サー

ビス」を「同条第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス」に、

「同条第１８項」を「同条第１６項」に改める。  

（流山市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一

部改正）  

第２条  流山市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例

（平成２６年流山市条例第３４号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」

に改める。  

   附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  



議案第  １２  号  

 

 

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について  

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、

介護保険法に基づく地域密着型サービス等の基準を定める関係

条例を整備するためである。  

 

  



介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例  

（流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並

びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条  流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基

準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２５年流山市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改

める。  

第２条中「（平成２４年厚生労働省令第３０号）」を「（平成２７

年厚生労働省令第４号。以下「改正省令」という。）」に改める。  

  第１４条中「できるよう」を「できるよう生活機能の維持又は向上

を目指し」に改める。  

  「第１１章  複合型サービス」を「第１１章  看護小規模多機能型

居宅介護」に改める。  

  第３０条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護」に改める。  

  第３１条中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」

に改める。  

  第３２条中「基準省令」の次に「（改正省令附則第２条第２号の規

定により、なお効力を有することとなる規定を含む。）」を加える。  

 （流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関す

る基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正）  

第２条  流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に

関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５年流山市条

例第９号）の一部を次のように改正する。  

  第２条中「（平成２４年厚生労働省令第３０号）」を「（平成２７

年厚生労働省令第４号）」に改める。  

 （流山市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部改正）  



第３条  流山市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成２６年流山市条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。  

  第２条中「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省

関係省令の整備に関する省令（平成２５年厚生労働省令第１０５号」

を「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労

働省令第４号」に、「整備省令」を「改正省令」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （流山市指定地域密着型サービスに関する経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に複合型サービス事業所として介護保険法

（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４２条の２第１

項本文の指定を受けている事業所は、この条例の施行の日以後におい

ては、看護小規模多機能型居宅介護としての指定を受けているものと

みなす。この場合において、当該指定の有効期間の満了日は、指定複

合型サービス事業者として法第４２条の２第１項本文の指定を受けた

指定の有効期間の満了日とする。  

 

 

 



議案第  １３  号  

 

 

   流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  

流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  重度障害者医療費の支給方法を現物給付によっても可能にす

るとともに、支給対象者等を改めるためである。  

 

 

 

  



流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例  

 流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条例

（平成１９年流山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「する者」の次に「（当該要件に該当することとなっ

た年齢が、６５歳以上である者を除く。）」を加え、同条中第５項を第

９項とし、第４項を第８項とし、第３項の次に次の４項を加える。  

４  この条例において、「一部負担金」とは、保険医療等に係る費用の

額から社会保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。  

５  この条例において、「自己負担金」とは、国又は地方公共団体が公

費負担医療制度による給付決定をした場合において、当該給付決定を

受けた者が負担しなければならない額をいう。  

６  この条例において、「負担基準額」とは、この条例の規定により重

度障害者医療費の受給資格の認定を受けた者が負担すべき額をいう。  

７  この条例において、「保険医療機関等」とは、保険医療等を取り扱

う病院、診療所、薬局等をいう。  

 第５条を次のように改める。  

（優先関係）  

第５条  重度障害者に係る疾病が、他の法令等による公費負担医療制度

の対象となるものである場合は、その制度を優先適用する。  

 第１６条を第１７条とし、第９条から第１５条までを１条ずつ繰り下

げる。  

 第８条第１項を次のように改める。  

医療費は、規則で定める方法により支給する。  

 第８条第２項中「第６条第２項」を「第７条第２項」に改め、同条を

第９条とし、第７条を第８条とし、第６条第２項中「ものとする」を「と

ともに、受給資格を有すると認めたときは、受給券を交付するものとす

る」に改め、同条を第７条とする。  

第５条の次に次の１条を加える。  

（医療費の額）  

第６条  支給対象者（第３条第１項第１号の規定に該当する重度障害者

に係るものに限る。以下この項において同じ。）に重度障害者医療費  

 



として支給する額は、次に掲げる額の合計額から別表第１に定める負

担基準額を控除した額（一部負担金及び自己負担金の合計額が負担基

準額に満たないときは当該合計額）とする。ただし、調剤については、

同表に定める世帯区分にかかわらず、次に掲げる額とする。  

（１）支給対象者が保険医療機関等で保険給付を受けた場合（次号に掲

げる場合を除く。）は、その一部負担金に相当する額  

（２）支給対象者が保険給付につき保険医療機関等で一部負担金を負担

した場合は、当該一部負担金の額  

（３）支給対象者が自立支援医療を受けた場合においては自己負担金の

額  

（４）国又は地方公共団体が公費負担医療制度による給付決定をした場

合においては、自己負担金の額  

２  前項の規定による医療費の額は、他の法令等により国又は地方公共

団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づく規

則又は定款等により附加給付金の支給を受けた場合は、当該医療費の

額からその額を控除するものとする。  

３  給付される食事療養及び生活療養に係る負担額は、第１項第１号か

ら第３号までに規定する一部負担金及び自己負担金の額には算入しな

い。  

４  支給対象者（第３条第１項第３号の規定に該当する重度障害者に係

るものに限る。）に重度障害者医療費として支給する額は、別表第２

の定めるところにより算定した額とする。  

５  特定疾病者医療費の助成額は、別表第３の定めるところにより算定

した額とする。  

 別表第２中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改め、同表を

別表第３とする。  

 別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第６条関係）  

  １級又は２級の精神障害者に係る重度障害者医療費の算定方法  

重度障害者医療費の額の算定方法（月額）  備考  

 

 

    



 

 各月に保険医療

機関等に支払っ

た療養の給付

（精神疾患に係

る療養の給付を

除く。）の代金  

 

 

 

―  

 

医療費に対

する給付又

は附加給付

に相当する

額  

 

 

 

× 

（１）給付される食事療

養及び生活療養に係

る負担額は、療養の

給付の代金から除

く。  

（２）社会保険各法以外

の法令により医療の

給付を受けた場合に

おいては、当該法令

の規定により国等が

負担する額を控除す

る。  

別表第１を別表第２とし、同表の前に次の１表を加える。  

別表第１（第６条関係）  

 負担基準額  

世帯区分  負担基準額（円）  

入院１日又は通院１回当たり  

生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による被保護世帯で

あって、医療扶助単一給付のも

のであり自己負担のある場合  

０  

市町村民税非課税世帯  ０  

市町村民税所得割非課税世帯で

あって、市町村民税均等割のみ

課税世帯  

０  

市町村民税所得割課税世帯  ３００  

備考  この表における世帯に含まれる者は、重度障害者医療費の受給

権者及び当該受給権者と生計を一にする者として規則で定める。  

附則第２項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行令附則第１２条」を「同令附則第１２条」に、「第１０条」

を「第１１条」に改める。  

附則第３項中「第１０条」を「第１１条」に改める。  

１

－

２  



   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年８月１日から施行する。ただし、附則第２

項の改正規定（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令附則第１２条」を「同令附則第１２条」に改める改

正規定に限る。）は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医

療費の支給に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に受ける保険医

療等について適用し、同日前に受けた保険医療等については、なお従

前の例による。  

（準備行為）  

３  改正後の条例の規定に係る申請、決定その他の行為は、施行日前に

おいても行うことができる。  

 

 

 

 

 

 



議案第  １４  号  

 

 

   流山市児童育成手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 流山市児童育成手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制  

定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  児童扶養手当法の一部改正により、児童扶養手当を支給しな

いとされていた父又は母の死亡等について支給される公的年金

等の受給者について児童扶養手当との併給が可能となったこと

に伴い、児童育成手当の支給対象者を改めるためである。     



   流山市児童育成手当支給条例の一部を改正する条例  

 流山市児童育成手当支給条例（昭和５７年流山市条例第９号）の一部

を次のように改正する。  

 第３条中第３項を削り、第４項を第３項とする。  

 第４条第２項中「、母」を「、母又は養育者」に、「又は法第４条第２

項第２号から第８号」を「のいずれか又は児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号。以下「法」という。）第４条第２項第２号から第４号」

に、「又は同項第２号から第４号まで若しくは第１０号から第１３号ま

で」を「のいずれか又は同項第２号、第５号若しくは第６号」に改め、

「、養育者に対する手当にあっては児童が次の各号又は同項第２号から

第７号まで若しくは第９号のいずれかに該当するとき」を削り、同条第

３項を削る。  

 第９条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。  

２  手当は、受給権者が法第１３条の２の規定により児童扶養手当の全

額につきその支給が停止されているときは、支給しない。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援

対策推進法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第２８号。以下

「改正法」という。）附則第４条第３項の規定により児童扶養手当の支

給を受ける者（以下「受給対象者」という。）で、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）前までに児童扶養手当の認定の請求をした

ものについては、この条例による改正後の流山市児童育成手当支給条

例（以下「新条例」という。）第６条第１項の規定による児童育成手当

（以下「新手当」という。）の認定の申請をしたものとみなす。  

３  前項の規定により新手当の認定の申請をしたとみなされた者及び受

給対象者であって施行日から平成２７年３月３１日までに新条例第６

条第１項の規定による認定の申請をした者に対する新手当の支給は、

新条例第７条第１項の規定にかかわらず、改正法附則第４条第３項の

規定により児童扶養手当が支給される月から始める。  

 



議案第  １５  号  

 

 

   流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

 流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  子ども・子育て支援法の施行に伴い、流山市立保育所を同法

に基づく特定教育・保育施設とし、及び保育所において保育を

受ける場合の利用者負担について定めるためである。  

 

 



流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例  

 流山市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和３０年流山市条例

第６０号）の一部を次のように改正する。  

第２条に次の１項を加える。  

２  保育所は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７

条第１項に規定する特定教育・保育施設とする。  

 第６条中「条例施行」を「条例の施行」に改め、同条を第８条とし、

第５条の次に次の２条を加える。  

（保育料）  

第６条  保育所において保育を受ける場合において、子ども・子育て支

援法に基づき保護者が負担すべき額（以下「保育料」という。）は、市

長が規則で定める。  

２  保育料は、保育所において保育を受ける者の保護者が市の区域外に

居住するときは、当該保護者が現に居住する市町村の定める額とする。 

３  前２項に定めるもののほか、保育時間外に保育所において保育を受

ける場合において、保護者が負担すべき額（以下「延長保育料」とい

う。）は、市長が規則で定める。  

（保育料の減免）  

第７条  市長は、必要があると認めたときは、規則で定めるところによ

り、保育料及び延長保育料の額を減額し、又は免除することができる。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市立保育所の設置及び管理に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後の保育所における保育について

適用する。  

 

 

 



議案第  １６  号  

 

 

   流山市幼児教育支援センター及び附属幼稚園の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市幼児教育支援センター及び附属幼稚園の設置等に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  子ども・子育て支援法の施行に伴い、流山市幼児教育支援セ

ンター附属幼稚園を同法に基づく特定教育・保育施設とし、及

び同幼稚園において教育を受ける場合の利用者負担について定

めるためである。  

 

 

 



流山市幼児教育支援センター及び附属幼稚園の設置等に関する条

例の一部を改正する条例  

流山市幼児教育支援センター及び附属幼稚園の設置等に関する条例

（平成２３年流山市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

第１条に次の１項を加える。  

３  附属幼稚園は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設と

する。  

 第５条に次の１項を加える。  

２  前項の規定にかかわらず、特に必要がある者として教育委員会規則

で定める幼児については、附属幼稚園に入園させることができる。  

 第７条を次のように改める。  

（保育料）  

第７条  附属幼稚園において教育を受ける場合において、法に基づき保

護者が負担すべき額（以下「保育料」という。）は、９，０００円を限

度として教育委員会規則で定める。  

 第８条の見出し中「授業料」を「保育料」に改め、同条第１項中「園

児」を「第６条第１項の規定により入園を許可された幼児」に、「授業料

の年額の１２分の１に相当する額」を「保育料」に改め、同条第２項中

「前項に規定する授業料」を「保育料」に、「を授業料」を「を保育料」

に改める。  

 第９条を削り、第１０条（見出しを含む。）中「授業料等」を「保育料」

に改め、同条を第９条とし、第１１条（見出しを含む。）中「授業料等」

を「保育料」に改め、同条を第１０条とし、第１２条を第１１条とする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市幼児教育支援センター及び附属幼稚

園の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の附属幼

稚園における教育について適用し、同日前の附属幼稚園における教育

については、なお従前の例による。  

 



議案第  １９  号  

 

 

流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  産科医療補償制度における掛金の負担の有無に応じ出産育児  

一時金の額を区分するためである。  



流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 流山市国民健康保険条例（平成３年流山市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。  

 第４条第１項中「４２０，０００円」を「４０４，０００円」に改め、

同項に次のただし書を加える。  

ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６

条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところに

より、これに３万円を上限として加算するものとする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市国民健康保険条例第４条の規定は、

この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、

同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。  



議案第  ２０  号  

 

 

流山市国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例の

制定について  

流山市国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  利用者の減少並びに貸付金の未償還分に係る債権の放棄及び

時効の援用による債権消滅に伴う不納欠損をすることから、基

金の額を減額するためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



流山市国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例  

流山市国民健康保険出産費資金貸付条例（平成１３年流山市条例第２８

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「７００万円」を「３００万円」に改める。  

附  則  

この条例は、平成２７年３月３１日から施行する。  

 

 



議案第  ２１  号  

 

 

   流山市中小企業資金融資条例及び流山市中小企業資金融資利子補

給条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市中小企業資金融資条例及び流山市中小企業資金融資利子補給条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  創業者に産業競争力強化法に規定する創業者を加える等、創

業の支援及び中小企業の支援を強化するためである。  

 

 



流山市中小企業資金融資条例及び流山市中小企業資金融資利子補

給条例の一部を改正する条例  

 （流山市中小企業資金融資条例の一部改正）  

第１条  流山市中小企業資金融資条例（昭和３８年流山市条例第７号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第３号中「第２号」の次に「に規定する者並びに産業競争力

強化法（平成２５年法律第９８号。以下「強化法」という。）第２条

第２３項第１号及び第３号」を、「規定する者」の次に「（開始しよ

うとする事業又は設立しようとする会社が中小企業（中小企業者の要

件を満たすための事業又は会社をいう。次号において同じ。）に該当

する者に限る。）」を加え、同条第４号中「第２号」の次に「に規定

する者並びに強化法第２条第２３項第２号及び第４号」を、「規定す

る者」の次に「（開始しようとする事業又は設立しようとする会社が

中小企業に該当する者に限る。）」を加え、同条中第１０号を削り、

第１１号を第１０号とし、第１２号を第１１号とし、第１３号を第１

２号とし、同条に次の１号を加える。  

（１３）特定創業支援事業  強化法第２条第２５項に規定する特定創

業支援事業をいう。  

  第３条第１項第２号中「市税」を「市町村税」に改め、同項第３号

中「本市内に引き続き１年以上」を「現に本市内に」に改め、同条中

第２項を削り、同条第３項を同条第２項とし、同条第４項第１号及び

第２号中「満２５歳以上の」を削り、「本市内に引き続き１年以上」

を「現に本市内に」に、「市税」を「市町村税」に改め、同項第３号

中「満２５歳以上の」を削り、「本市内に引き続き１年以上」を「現

に本市内に」に、「市税を完納し、創業後１年未満のものである」を

「市町村税を完納している」に改め、同項第４号ア中「設立され、設

立の日以後の期間が１年未満の」を「設立された」に改め、同号イ中

「、満２５歳以上の者であって」を削り、「本市内に引き続き１年以

上」を「現に本市内に」に、「市税」を「市町村税」に改め、同項第

５号を同項第９号とし、同項第４号の次に次の４号を加える。  

（５）強化法第２条第２３項第１号に規定する者にあっては、本市内

で事業を開始する者であって、現に本市内に居住し、かつ、市町

村税を完納していること。  



（６）強化法第２条第２３項第２号に規定する者にあっては、本市内

で事業を営む者であって、現に本市内に居住し、かつ、市町村税

を完納していること。  

（７）強化法第２条第２３項第３号に規定する者にあっては、本市内

に設立する会社の本店を置こうとする者であって、現に本市内に

居住し、かつ、市町村税を完納していること。  

（８）強化法第２条第２３項第４号に規定する会社にあっては、次に

掲げる要件を備えたものでなければならない。  

ア  本市内で本店が設立された会社であること。  

イ  創業者として当該会社を設立した者が、現に本市内に居住し、

かつ、市町村税を完納していること。  

第３条中第４項を第３項とし、第５項を削る。  

第４条第１項中「第５条」を「次条」に改める。  

第５条本文中「、従業員独立開業資金」を削り、同条の表中従業員

独立開業資金の項を削り、  

「  

創業支援資金  運転資金  １，５００万円  ５年以内  

設備資金  ７年以内  

                               」  

を  

「  

創業支援資金  運転資金  １，５００万円  

（強化法の適用を

受ける創業者又は

新規中小企業者 で

あって、強化法第

１１３条第１項の

規定により定めた

市の創業支援事業

計画に定める特定

創業支援事業によ

る支援を受けない  

５年以内  

設備資金  ７年以内  

   



  者は１，０００万

円）  

 

」  

に改める。  

 （流山市中小企業資金融資利子補給条例の一部改正）  

第２条  流山市中小企業資金融資利子補給条例（昭和４３年流山市条例

第３７号）の一部を次のように改正する。  

  第４条の表中従業員独立開業資金の項を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （流山市中小企業資金融資条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  この条例の規定による改正後の流山市中小企業資金融資条例の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係

る融資について適用し、同日前の申請に係る融資については、なお従

前の例による。  

 （流山市中小企業資金融資利子補給条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  この条例による改正前の流山市中小企業資金融資利子補給条例の規

定により受けている従業員独立開業資金に係る利子補給金については、

なお従前の例による。  

 

 

 

 



議案第  ２２  号  

 

 

権利の放棄について  

 次のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。  

  平成２７年２月１９日提出  

 

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  権 利 の 内 容  本市が流山市国民健康保険出産費資金貸付条例に  

基づき貸し付けた国民健康保険出産費資金貸付金

の返還請求権としての６８４，０００円から強制

執行により回収した金額２０９，３０５円を差し

引いた４７４，６９５円及びこれに対する平成２２

年１月８日（強制執行日の翌日）以後の同条例に

より計算された延滞金並びに強制執行に係る費用

の返還請求権としての８，６５０円及びこれに対

する平成２１年１２月１０日（債権差押命令の申

立日）以後の遅延損害金  

２  放棄により利   ○○○○○○○○ ○○○○○○ 

益を受ける者   ○○  ○○  

３  放 棄 の 理 由  平成２２年１月に強制執行を行い、２０９，３０５

円を回収したが、現在服役中であること及び服役

直前は生活保護を受給していたことから、債権の

回収は困難であるため、権利を放棄するものであ

る。  

４  放 棄 の 時 期  議決の日  

  

   

 



議案第  ２３  号  

 

 

   権利の放棄について  

次のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。  

平成２７年２月１９日提出  

 

流山市長   井  崎  義  治   

 

記  

 

１  権 利 の 内 容  本市が流山市国民健康保険出産費資金貸付条例に

基づき貸し付けた国民健康保険出産費資金貸付金

の返還請求権としての２７０，０００円及びこれ

に対する平成１６年１１月２６日（資格喪失日）

以後の同条例により計算された延滞金  

２  放棄により利  ○○○○○○○○○○○○  

 益を受ける者  ○○  ○○  ○○  

３  放 棄 の 理 由  平成１７年６月２３日に○○○○○に出国後、再入

国の見込みが不明であり、債権の回収は困難である

ため、権利を放棄するものである。  

４  放 棄 の 時 期  議決の日  

  

   

 



議案第  ２４  号  

 

 

あっせんの申立てについて  

市は、次のとおりあっせんを申し立てる。  

  平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  申立ての相手方  

  東京都千代田区内幸町一丁目１番３号  

  東京電力株式会社  

  代表執行役社長  廣瀬  直己  

２  あっせんの申立先  

  東京都港区西新橋一丁目５番１３号  

  原子力損害賠償紛争解決センター  

３  申立額  

  １８２，６８７，８１９円  

４  申立ての趣旨  

  相手方に対し、本市が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

により、平成２６年３月３１日までに被った損害について、賠償をす

るようあっせんを申し立てる。  

  なお、相手方が損害賠償額の一部支払いに合意した場合、損害賠償

を求める額から当該一部合意額を除いた額であっせんを申し立てるこ

とができる。  

 

 

提案理由  平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による東京

電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い本市が被った

平成２６年３月３１日までの原子力損害について、相手方に

対して賠償するよう精力的に交渉を行ってきたが、交渉に進

展が見込まれないため、あっせんを申し立てるためである。  



議案第  ２５  号  

 

 

   権利の放棄について  

 次のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。  

  平成２７年２月１９日提出  

 

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  権 利 の 内 容  ごみ焼却施設運転管理業務委託契約の解除に伴う

違 約 金 に 係 る 遅 延 損 害 金 並 び に 業 務 履 行 中 の

事 故 に 起 因 す る 施 設 の 修 繕 費 等 の 損 害 賠 償 金

２７，０６８，６０８円及び当 該 遅 延 損 害 金 

２  放棄により利   東京都八王子市南町５番８号  

益を受ける者   株式会社関東実技  

３  放 棄 の 理 由  本市が、平成２４年１２月２８日付けで千葉地方

裁判所松戸支部に訴えを提起した相手方が、平成

２６年３月１８日付けで破産手続が廃止となった

こと、現在も当該会社名義となっている静岡県賀

茂郡東伊豆町白田字上ノ野１４４０番６３２原野

１１９平方メートルの土地については、辺境地で

あり、かつ、譲渡担保の仮登記が付されており買

受候補が見つからず破産財団においても換価でき

ずに放棄した土地であるため、費用対効果は著し

く低いことから、当該訴えにより損害賠償請求し

た金額のうち、履行保証保険により納入された

２２，８１６，５００円を除く１に記載の権利に

ついては、債権の回収が見込めなくなったため権

利を放棄する。  

４  放 棄 の 時 期  議決の日  



議案第  ３２  号  

 

 

   流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について  

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  建築基準法の一部改正に伴い、所要の改正を行うほか、容積

率の算定方法並びに既存建築物の用途及び容積率の制限の緩和

について、条文の整備を図るためである。  

 

 

 

  



流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例  

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６

年流山市条例第３７号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「（昭和２５年政令第３３８号」の次に「。以下「施行令」

という。」を加える。  

第６条中「次の各号」を「施行令第１３７条の７第１号から第４号ま

で」に改め、同条各号を削る。  

第７条第２項を次のように改める。  

２  前項に規定する建築物の容積率の基礎となる延べ面積に算入しない

部分は、次に掲げる法令の例による。  

（１）法第５２条第３項及び第６項  

（２）施行令第２条第１項第４号及び同条第３項  

（３）都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

第６０条  

（４）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８

年法律第９１号）第１９条  

 第７条中第３項及び第４項を削る。  

第８条第１項中「次の各号」を「施行令第１３７条の８各号」に改め、

同条各号を削る。  

 別表第２東洋学園地区地区整備計画区域の項ウの欄中「建築基準法施

行令」を「施行令」に、「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に

改め、同表南柏本州団地地区地区整備計画区域の項ウの欄中「建築基準

法施行令」を「施行令」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定（東

洋学園地区地区整備計画区域の項ウの欄中身体障害者福祉ホーム」を「福

祉ホーム」に改める部分に限る。）は、平成２７年６月１日から施行す

る。  

 



議案第  ３３  号  

 

 

流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  平成２７年２月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  水道料金のうち１００立方メートルを超える使用に係る１立

方メートル当たりの従量料金を引き下げるためである。  



流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 流山市水道事業給水条例（平成１０年流山市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。  

 第３５条第１項中「第４条」を「第５条」に改める。  

別表第１  一般用（１月分）の表中  

「使用水量５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの１立方  

メートルについて  

３３４．８０円   

使用水量１００立方メートルを超える１立方メートルについて  

                        ４３２．００円」  

を  

「使用水量５０立方メートルを超える１立方メートルについて  

３３４．８０円」  

に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３５条

第１項の改正規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市水道事業給水条例（以下「改正後の

条例」という。）別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）の属する月以後の月分の料金について適用し、同月

前の月分の料金については、なお従前の例による。  

３  料金の算定の対象とする月が平成２７年３月及び同年４月の２月分

であるときは、改正後の条例第２４条第１項中「いずれか一方の月」

とあるのは「平成２７年４月」とする。  

４  改正後の条例第２４条第２項の規定により、施行日以後の定例日以

外にメーターの点検を行った場合における当該メーターの点検により

計測した使用水量に係る料金の算定については、管理者が別に定める。  



議案第  ３４  号   

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  平成２７年２月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



整理 

番号 
路線番号 路 線 名 

起   点 

終   点 

重要な 

経過地 

１ ３３０１２ 東初石５丁目区画１２号線 
西初石５丁目１６３番３ 

 
東初石５丁目１６０番２ 

２ ３３０１３ 東初石５丁目区画１３号線 
西初石５丁目１６３番３ 

 
東初石５丁目１６５番８ 

３ ３３０１４ 東初石５丁目区画１４号線 
東初石５丁目１６６番２ 

 
同    所１６３番５ 

４ ３３０１５ 東初石５丁目区画１５号線 
東初石５丁目１６５番７ 

 
同    所４番１ 

５ ３３０１６ 東初石５丁目区画１６号線 
東初石５丁目１６３番１ 

 
同    所４番２ 

６ ３３０１７ 東初石５丁目区画１７号線 
東初石５丁目４番２ 

 
同    所２０番３ 

７ ３３０１８ 東初石５丁目区画１８号線 
東初石５丁目１５６番８ 

 
同    所４番４ 

８ ３３０１９ 東初石５丁目区画１９号線 
東初石５丁目４番４ 

 
同    所１５９番４ 

９ ３３０２０ 東初石５丁目区画２０号線 
東初石５丁目１５９番４ 

 
同    所１５９番１ 

１０ ３３０２１ 東初石５丁目区画２１号線 
東初石５丁目４番６ 

 
同    所１５９番１ 

１１ ３３０２２ 東初石５丁目区画２２号線 
東初石５丁目１４番１ 

 
同    所５番 

１２ ３３０２３ 東初石５丁目区画２３号線 
東初石５丁目１４番１ 

 
同    所１６番 

１３ ３３０２４ 東初石５丁目区画２４号線 
東初石５丁目１７６番１ 

 
同    所５番 

１４ ３３０２５ 東初石５丁目区画２５号線 
東初石５丁目３番 

 
同    所５番 

１５ ３３０２６ 東初石５丁目区画２６号線 
東初石５丁目５番 

 
同    所１４番２ 

 



 

整理 

番号 
路線番号 路 線 名 

起   点 

終   点 

重要な 

経過地 

１６ ３３０２７ 東初石５丁目区画２７号線 
東初石５丁目１５８番２ 

 
同    所同  番３ 

１７ ３３０２８ 東初石５丁目区画２８号線 
東初石５丁目１５８番６ 

 
同    所１５７番２ 

１８ ３３０２９ 東初石５丁目区画２９号線 
東初石５丁目１５７番５ 

 
同    所同  番２ 

１９ ３３０３０ 東初石５丁目区画３０号線 
東初石５丁目１５６番１０ 

 
同    所同  番２ 

２０ ３３０３１ 東初石５丁目区画３１号線 
東初石５丁目１５７番５ 

 
同    所１５０番２２ 

２１ ３３０３２ 東初石５丁目区画３２号線 
東初石５丁目１５５番２ 

 
同    所４番４ 

２２ ３３０３３ 東初石５丁目区画３３号線 
東初石５丁目１５５番１ 

 
同    所１５０番４９ 

２３ ３３０３４ 東初石５丁目区画３４号線 
東初石５丁目４番４ 

 
同    所１５番１ 

２４ ３３０３５ 東初石５丁目区画３５号線 
東初石５丁目１４１番２ 

 
十太夫１１０番４ 

２５ ３３５０１ 
東初石５丁目１号自転車歩

行者専用道路 

東初石５丁目１６６番３ 
 

同    所同  番２ 

２６ ３３５０２ 
東初石５丁目２号自転車歩

行者専用道路 

西初石５丁目５７０番３ 
 

東初石５丁目１７６番４ 

２７ ３３５０３ 
東初石５丁目３号自転車歩

行者専用道路 

西初石５丁目１７５番２ 
 

東初石５丁目１７７番２ 

２８ ３７０３６ 十太夫区画３６号線 
十太夫１２３番１ 

 
同 所１１４番１ 

２９ ３７０３７ 十太夫区画３７号線 
十太夫１２４番８６ 

 
同 所１１５番２ 

３０ ３７０３８ 十太夫区画３８号線 
十太夫１１５番４ 

 
同 所１２１番１８ 

 



 

整理 

番号 
路線番号 路 線 名 

起   点 

終   点 

重要な 

経過地 

３１ ３７０３９ 十太夫区画３９号線 
十太夫１１７番３８ 

 
同 所同  番９ 

３２ ３７０４０ 十太夫区画４０号線 
十太夫８０番１ 

 
同 所８６番４ 

３３ ３７０４１ 十太夫区画４１号線 
十太夫１１３番１ 

 
同 所１１２番１ 

３４ ３７０４２ 十太夫区画４２号線 
十太夫９１番１６ 

 
同 所１１１番１３ 

３５ ３７０４３ 十太夫区画４３号線 
十太夫８９番１ 

 
同 所１１３番８ 

３６ ３７０４４ 十太夫区画４４号線 
十太夫１１３番１ 

 
同 所９１番６ 

３７ ３７０４５ 十太夫区画４５号線 
十太夫８９番７ 

 
同 所１１２番９ 

３８ ３７０４６ 十太夫区画４６号線 
十太夫９０番１７ 

 
同 所１１２番９ 

３９ ３７０４７ 十太夫区画４７号線 
十太夫９０番７ 

 
同 所１１２番９ 

４０ ３７０４８ 十太夫区画４８号線 
十太夫１１３番１ 

 
同 所８９番７ 

４１ ３７０４９ 十太夫区画４９号線 
十太夫７１番５ 

 
同 所同 番１ 

４２ ３７０５０ 十太夫区画５０号線 
十太夫７１番８ 

 
駒木３８６番 

４３ ３７０５１ 十太夫区画５１号線 
十太夫７１番８ 

 
駒木３８１番１ 

４４ ３７０５２ 十太夫区画５２号線 
十太夫７２番１ 

 
駒木３９５番１ 

４５ ３７０５３ 十太夫区画５３号線 
十太夫７１番４ 

 
駒木４０１番 

 



 

整理 

番号 
路線番号 路 線 名 

起   点 

終   点 

重要な 

経過地 

４６ ３７０５４ 十太夫区画５４号線 
十太夫７１番８ 

 
駒木３８５番２ 

４７ ３７５０１ 
十太夫１号自転車歩行者専

用道路 

十太夫１１７番６ 
 

同 所同  番３６ 

４８ ３７５０２ 
十太夫２号自転車歩行者専

用道路 

十太夫１１２番１ 
 

同 所同  番９ 

 

 

 



認定路線の詳細

総延長 重用延長 実延長 幅　員
１ ３３０１２ 東初石５丁目区画１２号線 165.17 － 165.17 6.00
２ ３３０１３ 東初石５丁目区画１３号線 122.82 － 122.82 6.00～6.46
３ ３３０１４ 東初石５丁目区画１４号線 44.11 － 44.11 6.00
４ ３３０１５ 東初石５丁目区画１５号線 246.86 － 246.86 6.00
５ ３３０１６ 東初石５丁目区画１６号線 209.62 － 209.62 6.00
６ ３３０１７ 東初石５丁目区画１７号線 194.76 － 194.76 6.00～13.00
７ ３３０１８ 東初石５丁目区画１８号線 422.26 － 422.26 6.00～6.36
８ ３３０１９ 東初石５丁目区画１９号線 263.62 － 263.62 6.00
９ ３３０２０ 東初石５丁目区画２０号線 89.39 － 89.39 6.00

１０ ３３０２１ 東初石５丁目区画２１号線 187.41 － 187.41 6.00
１１ ３３０２２ 東初石５丁目区画２２号線 330.77 － 330.77 6.00～6.02
１２ ３３０２３ 東初石５丁目区画２３号線 114.03 － 114.03 6.00
１３ ３３０２４ 東初石５丁目区画２４号線 80.21 － 80.21 6.00
１４ ３３０２５ 東初石５丁目区画２５号線 72.00 － 72.00 6.00
１５ ３３０２６ 東初石５丁目区画２６号線 72.00 － 72.00 6.00
１６ ３３０２７ 東初石５丁目区画２７号線 62.66 － 62.66 6.00
１７ ３３０２８ 東初石５丁目区画２８号線 62.21 － 62.21 6.00
１８ ３３０２９ 東初石５丁目区画２９号線 62.00 － 62.00 6.00
１９ ３３０３０ 東初石５丁目区画３０号線 62.41 － 62.41 6.00
２０ ３３０３１ 東初石５丁目区画３１号線 107.46 － 107.46 6.00
２１ ３３０３２ 東初石５丁目区画３２号線 109.99 － 109.99 6.00
２２ ３３０３３ 東初石５丁目区画３３号線 79.74 － 79.74 5.00
２３ ３３０３４ 東初石５丁目区画３４号線 72.44 － 72.44 6.00
２４ ３３０３５ 東初石５丁目区画３５号線 382.46 － 382.46 13.00～16.00
２５ ３３５０１ 東初石５丁目１号自転車歩行者専用道路 28.90 － 28.90 4.00～4.28
２６ ３３５０２ 東初石５丁目２号自転車歩行者専用道路 35.82 － 35.82 4.00
２７ ３３５０３ 東初石５丁目３号自転車歩行者専用道路 35.95 － 35.95 4.00～4.05
２８ ３７０３６ 十太夫区画３６号線 395.88 － 395.88 6.00
２９ ３７０３７ 十太夫区画３７号線 216.80 － 216.80 6.00
３０ ３７０３８ 十太夫区画３８号線 177.56 － 177.56 6.00
３１ ３７０３９ 十太夫区画３９号線 31.48 － 31.48 6.00
３２ ３７０４０ 十太夫区画４０号線 66.82 － 66.82 6.00
３３ ３７０４１ 十太夫区画４１号線 162.40 － 162.40 6.00
３４ ３７０４２ 十太夫区画４２号線 166.96 － 166.96 6.00
３５ ３７０４３ 十太夫区画４３号線 128.54 － 128.54 6.00
３６ ３７０４４ 十太夫区画４４号線 160.91 － 160.91 6.00
３７ ３７０４５ 十太夫区画４５号線 140.41 － 140.41 6.00
３８ ３７０４６ 十太夫区画４６号線 135.00 － 135.00 6.00
３９ ３７０４７ 十太夫区画４７号線 133.81 － 133.81 6.00
４０ ３７０４８ 十太夫区画４８号線 69.62 － 69.62 6.00
４１ ３７０４９ 十太夫区画４９号線 46.72 － 46.72 6.00
４２ ３７０５０ 十太夫区画５０号線 167.14 － 167.14 6.00
４３ ３７０５１ 十太夫区画５１号線 381.27 － 381.27 6.00
４４ ３７０５２ 十太夫区画５２号線 96.16 － 96.16 6.00
４５ ３７０５３ 十太夫区画５３号線 130.43 － 130.43 6.00
４６ ３７０５４ 十太夫区画５４号線 173.93 － 173.93 6.00
４７ ３７５０１ 十太夫１号自転車歩行者専用道路 34.56 － 34.56 4.00
４８ ３７５０２ 十太夫２号自転車歩行者専用道路 30.11 － 30.11 6.00

番号 路線
番号 路線名
参考事項（図上測定）　単位ｍ





報告第  １  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

平成２７年２月１９日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車による物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて専決処分したので、報告するためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２６年１２月４日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  生涯学習部生涯学習課の職員が青色回転灯の受

領書を提出するため公用車（市が賃借している

自動車）を運転中、流山警察署駐車場内の歩行

者用通路壁面に接触したことによる当該公用車

の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年９月１日  

３  発 生 場 所  流山市大字三輪野山７４４番４地先  

           （流山警察署駐車場内）  

４  相 手 方  所有者  千葉市美浜区新港５７番地  

               株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２６年１２月４日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ５２２，６８２円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２６年１２月９日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  中央消防署の職員が事務連絡のため公用車（市

が賃借している自動車）を運転し、市役所駐車

場に駐車しようとしたところ、駐車中の市が所

有する公用車に接触したことによる当該市が賃

借している公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年１０月２０日  

３  発 生 場 所  流山市平和台１丁目１番１地先  

           （流山市役所第１庁舎南側駐車場）  

４  相 手 方  所有者  千葉市稲毛区長沼原町７３１番地１７号 

大和リース株式会社  千葉支店  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２６年１２月９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １７，２８０円  



 

専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２７年１月２６日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  環境部クリーンセンターの職員が資源物拠点回

収ボックスの確認業務のため公用車（市が賃借

している自動車）を運転中、道路左側の駐車場

フェンスに接触したことによる当該公用車の物

損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年８月２９日  

３  発 生 場 所  流山市江戸川台西３丁目１２５番地先  

４  相 手 方  所有者  千葉市稲毛区長沼原町７３１番地１７号 

大和リース株式会社  千葉支店  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２７年１月２６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １３１，９８２円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２７年１月２６日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  環境部クリーンセンターの職員が交通事故の立

会い中に公用車（市が賃借している自動車）を

運転し後進したところ、交通事故の立会いのた

め駐車していた相手方普通自動二輪車と接触し

たことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年９月１日  

３  発 生 場 所  流山市江戸川台西３丁目３５番７４地先  

４  相 手 方  流山市大字三輪野山７４４番地の４  

千葉県警察流山警察署  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２７年１月２６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １５９，９２７円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２７年１月２６日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  環境部クリーンセンターの職員が交通事故の立

会い中に公用車（市が賃借している自動車）を

運転し後進したところ、交通事故の立会いのた

め駐車していた相手方普通自動二輪車と接触し

たことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年９月１日  

３  発 生 場 所  流山市江戸川台西３丁目３５番７４地先  

４  相 手 方  所有者  千葉市稲毛区長沼原町７３１番地１７号 

大和リース株式会社  千葉支店  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２７年１月２６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １４３，４９０円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２７年１月３０日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  生涯学習部図書・博物館の職員が、おおたかの

森出張所に臨時職員を迎えに行 くため公用車

（市が賃借している自動車）を運転し、流山お

おたかの森ショッピングセンター駐車場内にお

いて当該公用車を後進させたところ、同駐車場

内に設置されている消火器ガードパイプに接触

したことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年７月１７日  

３  発 生 場 所  流山市西初石６丁目１８５番２地先  

           流山おおたかの森ショッピングセンター３階西  

側駐車場内  

４  相 手 方  東京都世田谷区玉川三丁目１７番１号  

           東神開発株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２７年１月３０日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ６２，６４０円  

 

 

 

 

 



報告第  ２  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

平成２７年２月１９日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  土地区画整理事業地内の樹木の物損事故に係る和解及び損害

賠償の額の決定について専決処分したので、報告するためであ

る。  

 

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成２６年１２月１９日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  市が施行する土地区画整理事業地内の盛土造成

工事において、私有地内の樹木を所有者の了解

を得ずに伐採したことによる当該樹木の物損事

故  

２  発 生 年 月 日  平成２６年８月２６日  

３  発 生 場 所  流山市○○○○○○○○○○  

４  相 手 方  ○○○○○○○○  

           ○○  ○○  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成２６年１２月１９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ９１０，０００円  

 

 


